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●発生時間帯別では、10時から12時台の発生が多い。　8件（21.6％）
●発生路線別では、市町村道での発生が多い。　　　12件（32.4％）
●事故類型別では、横断中（人対車両）の事故が多い。　10件（27.0％）
●年齢別では、65歳以上の高齢者の死者が多い。　25人（64.1％）

一般社団法人 岩手県交通安全協会　岩手県盛岡市天神町11番1号
TEL （019）652-4597　 FAX （019）652-4599　 https://iwateken-ankyo.jp/
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交通死亡事故の主な特徴
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交通安全年間スローガン
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令和 7年中の交通事故発生状況
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期　　間

運動の基本

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日までの 1年間
「高齢者とこどもの交通事故防止」

※１　横断歩道等において、歩行者は手を上げるなどして横断する意思表示を行い、運転者は横断歩道手前で一時停止後、手を差し出し歩行者に
　　　横断を促す意思表示を行うことで、安全に横断することを確認し合うもの。
※２　 9月21日（秋の全国交通安全運動初日）から3月31日の間は、午後4時からのライトの早め点灯を呼び掛ける。
※３　「①ライトの早め点灯・原則上向きライト（ハイビーム）走行」「②反射材用品、LEDライト等の着用」「③右（ライト）からの横断者、左か
　　　らの車に注意」のこと。
※4　「①車道が原則、左側を通行　歩道は例外、歩行者を優先」「②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認」「③夜間はライトを点灯」
　　  「④飲酒運転は禁止」「⑤ヘルメットを着用」のこと。

運転者の歩行者保護意識の醸成と道路横断者の交通マナーの向上
　道路横断中における歩行者の事故を防止するため、運転者による横断者の有無の確
認と横断歩道における歩行者優先の徹底や、歩行者の横断時における「止まる‐見る
‐待つ」の交通安全行動の遵守、運転者と歩行者の双方による手を使った意思表示「ハ
ンド・コミュニケーション（※ 1）」の実践を推進する。

ライトの早め点灯・反射材用品等の着用

　夕暮れ時・夜間の歩行者が関係する事故は、発見の遅れが要因の一つであり、特に
9月以降、日没後の重大事故が多発することから、相互に気付き気付かせる「ライト
の早め点灯（※ 2）」等の「３（サン）ライト運動（※ 3）」を推進する。

飲酒運転（酒酔い運転・酒気帯び運転）の根絶
　少しのアルコールでも運転に影響を与え、また、事故当事者の人生にも多大な影響
を与える重大な犯罪である飲酒運転の根絶を目指す。

自転車の安全利用の推進

　自転車の交通違反に対する交通反則通告制度が導入されたことから、車道の左側通
行の原則等「自転車安全利用五則（※ 4）」に則った自転車利用時の交通ルールの遵守
を徹底するほか、全ての自転車利用者によるヘルメット着用や、適切な点検整備の実施、
自転車損害賠償責任保険又は共済への加入により、安全な自転車利用を推進する。

スピードダウンの徹底
　スピードの出し過ぎは、運転者の視野を狭くし、危険の発見や緊急時の判断を遅ら
せるほか、交通事故時の衝撃が大きくなるなど、重大な交通事故をもたらすことから、
制限速度を守ることはもちろん、交通環境や道路状況に応じた安全な走行速度の実践
を推進する。

重
　
　
点
　
　
項
　
　
目

令和 8年度正しい交通ルールを守る県民運動

季節運動

交通安全活動の日

●春の全国交通安全運動　　　　　　 4月 6日（月）から 4月15日（水）までの10日間
●交通事故死ゼロを目指す日　　　　 4月10日（金）
●自転車の安全利用推進期間　　　　 5月 1日（金）から 5月31日（日）までの1か月間
●夏の交通事故防止県民運動　　　　 7月15日（水）から 7月24日（金）までの10日間
●秋の全国交通安全運動　　　　　　 9月21日（月）から 9月30日（水）までの10日間
●交通事故死ゼロを目指す日　　　　 9月30日（水）
●冬の交通事故防止県民運動　　　　12月15日（火）から12月24日（木）までの10日間

●岩手県交通安全の日（毎月１日）●岩手県自転車安全指導の日（毎月８日）●岩手県シルバー交通安全指導の日（毎月17日）
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　2月10日に「小さな親切」運動岩手県本部様からチャイルドシート６台を受贈
しました。幼児の交通事故被害の防止のため大切に使わせて頂きます。
　チャイルドシート貸出しの詳細については、岩手県交通安全協会のホームページ
をご覧ください。

チャイルドシートの受贈チャイルドシートの受贈

令和８年度
交通安全競技会等の開催予定
第5４回交通安全こども自転車岩手県大会

●開催日時　７月6日（月）
●開催場所　岩手県営運動公園内「交通公園」
●競技内容　学科テスト、実技テスト（安全走行テスト、技能走行テスト）
●競技方法　 団体競技で行い、チームの編成は児童４名（学年、男女は問いません。）、
 　　１校につき２チームまで参加可能です。さらに４名までオープン参加できます。
●申込方法　参加を希望する小学校は、各地区交通安全協会へ申し込み下さい。

●開催日時　10月18日（日）
●開催場所　岩手県自動車運転免許試験場
●クラス別　普通二輪クラス（400cc以下）
　　　　　　大型二輪クラス（400cc超えるもの）
●競技内容　 各クラスとも個人競技で、法規履行走行、技能走行（極小バランス、ブレーキング、

ストレートブリッジ、コンビネーションスラロームの４課題）で行います。
●使用車両　参加者の持ち込み車両を使用
●参 加 費　無料
●申込方法　参加を希望される方は、岩手県交通安全協会へ申し込み下さい。

二輪車安全運転岩手県大会2026

●開催日時　①５月17日（日）／ ②９月 6日（日）
●開催場所　岩手県自動車運転免許試験場
●参加資格　岩手県に在住、あるいは勤務されている方
　　　　　　二輪免許とりたての方（取得後１年未満の方）
　　　　　　講習会初参加、リターンライダーの方大歓迎です。
●使用車両　参加者の持ち込み車両を使用
●参 加 料　3,000円（昼食、保険料含む）
●申込方法　参加を希望される方は、インターネットで申し込み下さい。
　　　　　　※詳細については下記へお問い合わせ下さい。
　　　　　　≪お問い合わせ先：岩手県二輪車普及安全協会　TEL：022－782－1821≫

ベーシックライディングレッスン岩手2026
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～ 県内から交通事故をなくすために ～～ 県内から交通事故をなくすために ～北 南から から北 南から から

赤色 TSマークを貼った自転車なら、
安心の保険が付いています。

防犯登録とともに
加入しませんか？

これで
安心！

このマークのある自転車安全整備店
で、点検整備を受けて、　TS マークを
貼ってもらうと、保険が付帯されます。

賠償責任補償（限度額） １億円
１00万円傷害補償（死亡・重度後遺障害）一律

最高

赤色TSマーク付帯保険

盛　岡
交通安全啓発活動

北岩手
交通安全啓発活動

紫　波
早め点灯作戦

北　上
交通安全祈願祭

水　沢
交通安全祈願祭

一　関
ライトの早め点灯大作戦

江　刺
高齢者交通安全訪問活動

東磐井
幼児の交通安全教室

気　仙
飲酒運転根絶活動

遠　野
自転車安全指導活動

釡　石
交通安全街頭啓発活動

宮　古
交通安全資器材体験

下　北
交通安全街頭啓発活動

久　慈
交通安全街頭啓発活動

二　戸
幼児の交通安全教室

県安協
交通安全「X」発信！

是非フォローよろしくお願いします！！是非フォローよろしくお願いします！！
「X」好評発信中！「X」好評発信中！


